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自由診療を手がける方はとくに必読！
まったく新しい歯科法律トラブルの解説書
歯科の訴訟や裁判に関する読み物は「難しい」「読みにくい」と敬遠されてきた方も多いのではないでしょうか。
本書は「同じような治療で訴訟になった裁判なのに、どうしてこんなに結果が違うの？」という疑問に答えるべく、
法律の専門家・歯科医師がそれぞれの観点から、歯科医療紛争の傾向と対策をわかりやすく解説。
取り上げるケースも、補綴治療、歯内療法、矯正治療、歯科麻酔、インプラント治療、保険医の取消処分など多岐にわたっています。

明暗を分けた
裁判例の比較から
わかる傾向と対策

歯科医療紛争の

真実
誰も語らなかった

P a r t 1
適切な補綴治療が
行われたか否かが問われた事例
賠償請求が認められたケース／認められなかったケース

c o n t e n t s

P a r t 2
ブリッジ補綴の治療結果に対して
歯科医師の責任が問われた事例
賠償金額が比較的多額だったケース／少額だったケース

P a r t 3
歯内療法後に
医療紛争が発生した事例
賠償請求が認められたケース／認められなかったケース

P a r t 4
矯正治療後に生じたトラブルに関して
歯科医師の責任の有無が問われた事例
賠償責任が認められたケース／認められなかったケース

P a r t 5
アナフィラキシーショックで死亡
した患者の遺族が提訴した事例
経過観察を怠った責任が問われたケース／問われなかったケース

P a r t 6
インプラント手術後に合併症を
起こして医療紛争となった事例
技術過誤が認められたケース／認められなかったケース

P a r t 7
インプラント治療の説明内容に
問題があるとして裁判になった事例
多額の賠償金額が認められたケース／少額の慰謝料にとどまったケース

P a r t 9
インプラント手術による
死亡事故と刑事処罰の結末
第１審判決／第２審判決

P a r t 8
インプラント治療によって
下歯槽神経麻痺が生じた事例
術前にＸ線を撮影していなかったケース／撮影していたケース

P a r t 10
保険医療機関の指定・保険医の
登録の取消処分に関する事例
取消処分の妥当性が認められたケース／認められなかったケース
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誰も語らなかった歯科医療紛争の真実　明暗を分けた裁判例の比較からわかる傾向と対策

～本書における各 Par tの基本構成と読み方～

歯科診療にかかわる事例を
幅広く網羅しているので、どこからでも読める！

　不正咬合の治療を主な目的とする矯正歯科は、一般歯科、
小児歯科、歯科口腔外科と並んで標榜科目の一翼を占めます
が、それが審美性を追求するときは審美歯科領域と、小児
を対象とするときは小児歯科領域と競合することになります。
このため、矯正歯科治療に関する紛争は、裁判においては多
様な形態として表われ、近年、紛争が増加する傾向にありま
す。それは医科において形成外科の紛争が増えてきているこ
ととも対応しています。
　矯正歯科においては、それが審美目的で行われるとき保険
適用がないこと（自由診療）、また治療が長期に及ぶことから、

治療費が高額に上る特徴があります。法律的にはその間にお
ける矯正技術の是非が医療水準に合わせて問われるのはもち
ろんのことですが、患者に対し事前の十分な説明が行われた
否かが重要な争点となります。
　以下に取り扱う事案は、小児の歯根吸収をどの程度防ぐこ
とができたかが問われ、また矯正治療中のブラッシング指導
が十分であったかどうかが問われています。それぞれの事件
には事案の特殊性がありますが、そこでの問題点を指摘しな
がら、矯正歯科治療における問題の本質に迫っていくことに
しましょう。

原告の患者（受診時14歳）は、1993年～2001年まで
被告病院の小児歯科および矯正歯科において歯の
矯正治療を受けた

小児歯科での治療後に開咬と重篤な歯根吸収が発
生し、その後矯正歯科での治療でさらに前歯部の
歯根吸収が悪化したと患者は主張。被告ら（２人
の歯科医師）に歯根吸収発生を防止する注意義務
違反、および歯根吸収の危険性を説明しなかった
説明義務違反があったとして提訴

患者の主張はいずれも認められず、棄却

矯正治療後に歯根吸収・開咬が生じた
とき歯科医師の注意義務・説明義務違
反が問われたが棄却された事例

事 例 B

原告の患者は1998年３月～1999年11月にかけて動
的矯正を受け、その後2002年１月８日まで装置を
取り付けての保定を行った

保定終了後、固定式保定装置が装着されていた上
下切歯４本の裏側に虫歯（う蝕）が認められた

保定期間中、適切な処置をとらなかったことが診
療契約の債務不履行であるとして提訴

被告の歯科医師らには、患者の虫歯発生により生
じた損害を賠償すべき責任があるとして約55万円
の支払いを命じる

矯正治療中のブラッシング指導が不十分
だったことによりう蝕を発生させたとし
て、損害賠償（慰謝料）が認められた事例

事 例 A

｜ P a r t  4｜

矯正治療後に生じたトラブルに関して 
歯科医師の責任の有無が問われた事例
賠償責任が認められたケース／認められなかったケース
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｜裁判が起こるまでの経緯｜

◀1998年２月13日
原告（患者）は、上顎と下顎の前突が気になり、被告医
院を訪れて、被告ら（親子の歯科医師）との間で、全顎
を矯正して上下顎前突を解消する治療を受ける旨の診
療契約を結んだ。

◀1998年３月１日～1999年11月６日
上下顎に動的矯正装置を取り付けて、歯および顎を移
動させることを内容とする動的矯正が行われた（動的
矯正期間）。

◀1999年11月６日～2002年１月８日
動的矯正装置に代えて歯の裏側に固定式保定装置を取
り付けて、動的矯正により移動させられた歯および顎
が後戻りをするのを防止するための歯を固定すること
を内容とする保定が行われた（保定期間）。

◀2002年１月８日
被告歯科医院における最後の診療で、固定式保定装置
を取り外された後、帰宅して、固定式保定装置が装着
されていた上下切歯（前歯）の裏側を確かめたところ、
上切歯４本の裏側が虫歯（う蝕）のようになっているこ
とを発見した。

◀2002年１月９日
患者は歯科医師に電話で問い合わせた後、他院を受診
したところ、上の歯のうち１１ および２２ において、
歯の中断部付近の歯と歯の隣接面（隣の歯と接してい
る部分）に、象牙質にまで達する虫歯が進行しており、
とりわけ １ の一部は歯根膜炎を発症していることが
判明した。

◀ 患者は、歯科医師らに、①十分にブラッシング指導
を行うなど口腔内の衛生環境を良好に管理すべき義
務の違反、②虫歯の有無や危険性について監視して
適切な処置をとるべき義務の違反があり、そのため
に虫歯になったと主張して提訴。

歯科医師による矯正治療中のブラッシング指導が不十分だったことでう蝕を
発生させたとして提訴

事 例 A

こうした
ブラッシング指導を
おろそかにすると……
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｜裁判・判決の概要｜

保定中のブラッシング指導が不十分であり、患者に虫歯が発生したとして損害賠償が
認められた

事 例 A

原告（患者）からの損害賠償請求額

410万5,000円（＋遅延損害金・訴訟費用）

原告（患者）の主張

❶歯科医師は、診療契約上の義務として、固定式保定装置を取り付けた場合には、当該患者に適した歯のメイン
テナンス方法を十分に指導するなど、患者の口腔内の衛生環境を良好に管理すべき義務を負う。しかしながら、
被告ら（親子の歯科医師）は、患者に対し、動的矯正期間開始時に簡単なブラッシング指導を行ったのみで、保
定期間中には一度もブラッシング指導を行わなかった。また、患者の歯間部の衛生状態が悪化しているにもか
かわらず、自ら患者の歯のクリーニング（PMTC）をするなどのメインテナンスを実施することもしなかった。

❷保定期間中において、歯科医師は、患者の歯にう蝕の危険が生じていないか、あるいは、虫歯（う蝕）になって
いないかを常時監視するとともに、う蝕になりかけていたり、すでに虫歯になってしまっている場合には、そ
れ以上進行しないようにただちに適切な処置をとるべき義務がある。ところが歯科医師らは、保定期間中、患
者の歯間部に虫歯の危険性が生じ、あるいは同部が虫歯になりかけていたにもかかわらず、これを見逃し、適
切な処置をとらなかった。

おもな争点

❶歯科医師らは、口腔内の衛生環境を良好に管理すべき義務に違反したか。
❷歯科医師らは、虫歯の有無や危険性について監視して適切な処置をとるべき義務に違反したか。

裁判所の判断・判決の概要

❶歯科医師らは、患者に対して、保定期間中において、1999年11月19日と2000年４月14日の２回、その口腔内の
写真を撮影した。その写真には、歯と歯ぐきの間や歯と歯の間などに歯垢が付着しているのが写っていた。

❷患者の虫歯は、保定期間中において、上の歯のうち１１および２２の固定式保定装置の周辺部分（歯の中断付
近）における歯と歯の間の部分のブラッシングが十分でなかったために、その部分に歯垢が溜まって、そのこ
とが原因で発生したものと認められる。

❸本件においては、上記①のような事情もあったのであるから、歯科医師らとしては、患者に対し、保定期間中
は一層丹念にブラッシングを行わなければならないことを十分に指導すべきであった。

❹しかしながら歯科医師らは1999年11月19日の診療の際に今までと変わらず歯磨きをするようにと述べた程度
で、それ以上に特にブラッシング指導を行うことはなかったと認められる。

❺歯科医師らには、患者に対し、保定期間中において、ブラッシング指導、とりわけ、固定式保定装置の周辺部
分における歯間のブラッシングを丹念に行うようにとの指導を十分に行わなかったという診療契約上の義務違
反があった。

実際の賠償額

55万円（＋遅延損害金）
●慰謝料〈50万円〉／弁護士費用〈５万円〉

〔東京地裁平成15年７月10日判決（平成14年（ワ）第8371号）〕
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｜ Column ｜

歯科医師に求められる注意義務と医療水準の関係

医療における注意義務の出発点
　医師の注意義務違反の出発点は、大学病院の内科で輸
血を受けた女性患者が梅毒に罹患したという1961年の事
例にさかのぼります１）。この裁判の判決では、「医師に
は危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務
が要求される」と述べています。
　本件当時、医学界では、採決担当の医師が売血制度の
下で血液斡旋所が発行した陰性の証明書を持参した売血
者に対し、梅毒への罹患（潜伏期）を見破ることは難しい
とされていました。しかし最高裁は、医師に高度な注意
義務、問診義務を課し、「給血者自身に対し、梅毒感染
の危惧の有無を推知するに足る事項を問診し、その危険
を確かめた上、そのような危険がないと認められる給血
者から輸血すべきであった」として、梅毒への罹患者を
救いました。
　この判決に対しては、医師や病院関係者から「できも
しない高度な注意義務違反を医師に課すのはおかしい」
との批判が寄せられました（これは、いわゆる医師・歯
科医師の常識と法律家の常識の対立をよく表していま
す）。しかしながら最高裁はこのような反論にくみせず、
医師の高度な（最高の）注意義務を「医学水準」という名の
下で医療界に強制し２）、被害者の救済を図ってきました。

医学水準から医療水準へ
　これに対して医学・医療界から、「“医学水準”は大学
病院等に妥当するものであり、市中の医療現場に妥当す
る“医療水準”と混同している」との指摘がなされ、裁判
においては後者の“医療水準”を採用すべきとの声が上が
るようになりました。その後、各種判例などを経て、法
曹界でもこの見解を取り入れるようになり、医療水準と
いう言葉を意識的に使うようになりました。1982年の判
例３）では、「人の生命及び健康を管理すべき業務に従事
する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のため実
験上必要とされる最善の注意義務を要求されるが、右注
意義務の基準となるべきものは、診療当時のいわゆる臨
床医学の実践における医療水準である」ことを明らかに
しました（未熟児網膜症判決）。

注意義務と医療水準の関係
　こうして医療水準という概念が定着する一方で、別の
角度から反論の声も上がりました。すなわち、医療水準
が機械的に適用されれば裁判所としては判断が楽ですが、
すべての疾病で医療水準が確定しているとは限りません。
このため、患者がより進んだ医療技術を求めて先進的な
医療機関を受診しようとする努力や期待を裏切るという
意見です。これを受けて法曹界も再考を促されることに
なり、現在では従来の医療水準に基づく機械的な判断を
改め、医療水準さえも診療状況に合わせて規範的に判
断すべきものとする判決も見られるようになりました４）。
最高裁でも常識の欠如が内部から指摘されており５）、そ
れを克服する努力が各裁判官に求められています。
　裁判官の努力には敬意を表しますが、「餅は餅屋」とい
う言葉があるように、医学・医療の素人である裁判官に
完璧を求めても無理があります。そこで裁判に替わる医
療 ADR（100ページ）が期待されるのです。

医療水準とガイドラインの関係
　診療ガイドラインとは、「医療者と患者が特定の臨床
状況で適切な判断を下せるよう支援する目的で、体系的
な方法にのっとって作成された文書」６）であると定義さ
れます。歯科医師・医師や病院の法的責任を認定するに
は、その過失や注意義務違反を一定の行為（作為・不作
為）によって特定する必要があります。そのため原告（患
者側）の弁護士や被告（歯科医師・医師・病院側）の弁護
士は、これを特定する指標としてガイドラインを使い、
一方は「過失あり」、他方は「過失なし」と主張して、それ
ぞれが裁判所を説得しようとします。このとき広く用い
られるのが、各学会などが出している診療上のガイドラ
インであり、標準的な（歯科）医学教科書です。こうした
ガイドラインに従わなかったとしても、ただちに診療契
約上の債務不履行または不法行為と評価されるわけでは
ありませんが（ただし反証を求められる）、歯科医師・医
師は各ガイドラインの内容を踏まえたうえで医療行為を
行う必要があります。

１）最判1961年２月16日民集15巻２号244頁／２）最判1979年11月13日判時
952号49頁／３）最判1982年３月30日判時1039号66頁／４）最判1995年６月
９日民集49巻６号1499頁／５）滝井繁男・最高裁元判事『最高裁に「常識を」』
朝日新聞2007年１月24日／６）『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 
2007』
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今回の事例から学ぶべき点

　この事案は、矯正そのものの是非が問われたものではあ
りません。矯正治療においては、それが動的矯正期間と保
定期間を通じて順調に推移し、矯正の目的は達成・終了し
たものとされています。
　それではなぜ、本ケースは紛争になったのでしょうか？　
それは歯科医師が最後の診療に至っても患者の虫歯（う蝕）
に気付かなかったことにあります。判決によれば、本件虫
歯は「保定期間中において、上の歯のうち左右中切歯およ
び左右側切歯の固定式保定装置の周辺部分における歯と歯
の間の部分のブラッシングが十分でなかったために、その
部分に歯垢が溜まって、そのことが原因で（虫歯が）発生し
た」と認定され、その発生時期は不明とされています。
　本ケースでは、歯科医師による矯正治療中のブラッシン
グ指導が問題となりました。裁判所は「保定を行うに際して、
患者に対し、固定式保定装置の周辺部分は歯垢が溜まりや
すく虫歯になりやすいことを十分に説明したうえ、その部
分については、動的矯正期間におけるよりも一層丹念にブ
ラッシングを行わなければならないことを十分に指導すべ
き診療契約上の義務（債務）を負う」ものとしています。
　矯正歯科においては、歯の矯正を行うことが歯科医師の
主たる義務＝債務ですが、それだけでは十分ではなく、矯
正中のブラッシング指導は良好な治療結果を得るためには
不可欠となります。このため、ブラッシング指導も矯正に
おいては歯科医師の義務＝債務（ただし従たる債務）といえ
ます。したがって、これを怠れば歯科医師が損害賠償責任
を問われるのは当然のことです。
　問題は、この違反がなぜ50万円の慰謝料と評価されるの
かという点です。原告は慰謝料として200万円を請求して
いますが、正当な根拠は示されていません。しかし、矯正
治療中の事故として虫歯が発生したとすれば、これを治療
して治すのは歯科医師の義務です（原状回復義務）。しかし、
この治療費は大した額にはならないでしょう（保険適用が

あるとすれば数千円でしょうか？）。そうであるとすれば
患者への慰謝料額は、19歳の女性であったとしてもせいぜ
い20～30万円で十分でしょう（逆に本人の歯磨きの悪さも
指摘されています）。
　それがなぜ50万円まで増額されたのでしょう？　それは、
本件歯科医師のカルテ記載の不誠実さにあります。カルテ
には保定期間が始まった時期から毎回の診療ごとに「Br」

（ブラッシングの意か）が記載されていたと認定されていま
すが、歯科医師は最終診療日まで虫歯の発生に気付いてい
なかったのです。そうだとすれば、この間のカルテの記載
は、事後における追記の可能性が高いことになります。こ
れは歯科医師としては矛盾した行為であり、場合によって
はカルテの改ざんさえ疑われることでしょう。
　カルテ記載の不誠実などが明らかになった場合は、裁判
所は加害者への制裁の意を込めて慰謝料額を高めに認定し
ます。ただ法律上は、慰謝料に制裁的機能が認められてい
ないこともあり、そのことを判決で明言することはありま
せん。判例では、「慰謝料の額は、裁判官が各場合におけ
る諸般の事情を斟酌し、自由心証をもって量定すべきもの
であるから、その認定根拠が示される必要はない（大判明
治43年４月５日民録16巻273頁）」とされるためです。一般
には通常の相場より高めに認定されることから、「諸般の
事情」が推測されるのみです。裁判所もそろそろ判決の根
拠を示す必要があるのではないでしょうか。ただ、伝統的
には裁判官の裁量評価により判決の伸縮自在性が保障され
るものと理解されています。
　付言すれば、ブラッシングをしなかったこと（不作為）と
虫歯（損害）の発生についての因果関係については、一般に
はその証明が困難ですが、歯科医療についてはむしろ当然
のことと考えられているためか、その証明ができるか否か
については争いとなっていません。

ブラッシング指導は矯正治療に限らず法的に歯科医師の義務とされる事 例 Ａ
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今回の事例から学ぶべき点

　本ケースにおいては、ブラッシング指導が不十分でう蝕
が発生しました。この事例において被告（歯科医師）のもっ
とも大きな問題点は、「法律の観点から」でも触れています
が、診察した時点でカルテ記載をしていないことです。矯
正治療中においては、ブラッシングの不良はしばしば生じ
る問題であり、カルテにその旨を記載することは必須で
す。しかし、この歯科医師は、「忙しくてカルテ記載の暇
がなかった」「後にカルテ記載をした」などの証言をしてお
り、医療の常識から逸脱していたことが露呈しています。
　さらに、訴訟により裁判のために資料（カルテ）提出のた
めに、故意に作成した可能性も疑われることから、被告の
証言すべてにおいて、その信憑性が疑われてしまったと
言っても過言ではないでしょう。結果的に、ブラッシング
指導を十分に行わなかったという診療契約上の義務違反が

あったとの判断が裁判所より下されました。
　ここまで紹介してきた事例でもたびたびカルテの問題が
出てきていますし、またこの判例の教訓として、カルテ記
載において筆者（永原）が大学病院での診療時に特に重要と
考えている内容を表１に提示しておきます。カルテ記載に
おいては、問題指向型システム（POS）という基本的概念
が必要で、患者が抱える問題を中心に、どのような所見で、
それまでの治療の評価を行い、次に何をすべきかを診断し、
治療計画を立ててくというものです。その流れを記録して
いくものがカルテです。
　カルテの記載は、訴訟などが生じた場合には、歯科医師
としての自分を守るものであるとともに、その記載がなさ
れないような診療行為は、医療ではないということで、裁
かれて当然と考えていたほうがよいでしょう。

矯正治療中にブラッシングが不良だった場合はカルテに記載することが必須事 例 Ａ

歯科医師の観点から

1
インフォームドコンセント確立のために
説明した内容を記載する

治療内容、治療費、患者からの疑問点や不安、パンフレットを使った場合にはそのことも記載
する。

2 毎回の診察内容をその都度記載する
「Ｓ」（患者の訴え、病歴、経過）→「Ｏ」（診察所見）→「Ａ」（治療の効果や評価）→「Ｐ」（治療予定）
といったパターン化したもので、診療直後に記載する。

3
第三者（患者）が見ても判読し、理解しや
すいカルテを作成する

英語、ドイツ語表記は行わず、患者が理解できる言語で、丁寧に記載する。

4 不適切な筆記用具を用いない
カルテは公文書であるので、電子カルテあるいは手書きのものとなるが、手書きの際には、黒
のボールペン・インクで記載し、赤字や鉛筆書きは認められない。

5 不適切な修正を行わない 記載の誤りは二重線で訂正し、修正インクの使用、塗りつぶしをしてはいけない。

表１　カルテ記載において抑えておくべきポイント

図１　法律で決められている各種患者資料の保存期間と民事訴訟の時効のズレ（詳細は Part６の Column（72ページ）参照）。

・カルテ→５年間 ( 歯科医師法23条２項 )
・Ｘ線写真→２年間 ( 医療法施行規則20条 )
・処方せん→２年間 ( 医療法施行規則20条 )

・債務不履行責任を追及する時の債権→10年
・不法行為責任を追及する際の請求権
　→「損害または加害者を知った時」から３年

歯科医師は少なくとも10年間は訴えられる可能性がある
ことを念頭に置いて資料を保存しておくべき
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●傾向と対策を練るのに役立つ厳選された
　裁判例を各ジャンルごとに掲載
●明暗を分けた裁判例が一目で比較できる

●歯科医療従事者や医療紛争を手がける法律家が
　知っておくべき基礎的な知識や法曹界の現状と
　展望を植木 哲がColumn形式でわかりやすく解説

●各ケースのトラブル、医療
　紛争、裁判が起こるまでの
　過程を時系列で掲載

●各裁判の概要（原告の主張・
　争点）と裁判所の判断、実際の
　賠償金額が一目で把握できる

●法律の観点から裁判例を
　分析し、読者が学ぶべき
　点について植木 哲が解説

●歯科医師の観点から裁判例を
　分析し、読者が学ぶべき点に
　ついて永原國央が解説

①1ページ目 ②2～5ページ目

③6～9ページ目 ④最終ページ
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